

令和８年度世田谷区住宅用消火器購入促進事業に係る助成金交付申請書兼請求書第１号様式（第６条関係）


　　 年　　月　　日
世田谷区長　　あて

令和８年度世田谷区住宅用消火器購入促進事業に係る助成金の交付を受けたいので、申請します。
申請にあたり、裏面の【確認事項】の内容を確認し、その内容に同意します。あわせて、区が、住民基本台帳を閲覧することに同意します。交付決定後は、決定金額を次の口座にお振込みください。
	[bookmark: _Hlk190777516]住所
	（〒　　　　　－　　　　　　　）
世田谷区

	フリガナ
	

	氏　名
	

	電話番号
	


　　　　　　　　 　　　　※電話番号は、日中ご連絡が可能な電話番号をお書きください。

	助成対象物品
	 □ 住宅用消火器　　□ エアゾール式簡易消火具

	型式番号（消火器の場合）または届出番号（消火具の場合）
	型式番号（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
届出番号（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	代金を支払った日
	　　　　　　　年　　　　月　　　　日

	助成対象経費
	円
※領収書等に記載の金額（複数品目購入した場合は対象経費の額のみを記載）

	交付申請(請求)額
	円 （上限額１万円、１円未満切捨て）

	振込口座
※申請者本人名義の口座に限る。
	金融
機関名
	□ 銀行 □ 信用金庫 □ 信用組合 □ 労働金庫 □ 農協

	
	支店名
	
	支店番号
	
	預金種別
	□ 普通
	□ 当座

	
	口座番号
	

	
	口座名義
(カナで記入)
	



≪区処理欄≫
	収受日
	整理番号
	内容確認
	添付書類
	決定・不決定

	
	
	
	領収書
	
	特記事項

	
	
	住基確認
	口座情報
	
	

	
	
	
	その他
	
	




【確認事項】

１　世田谷区内に所在する申請対象の住宅に住民登録があり、かつ、当該住宅に居住の実態がある。
２　同一世帯で複数の申請をしていない。
３　既に世田谷区住宅用消火器購入促進事業に係る助成金を受けた世帯の構成員ではない。
４　購入した消火器又はエアゾール式簡易消火具は申請者が使用し、転売・譲渡等を目的としていない。
５　購入した消火器又はエアゾール式簡易消火具は住民登録がある自宅で保管している（店舗や事務所部分へは設置していない。）。
６　世田谷区より、現地調査等の求めがあった場合には、これに応じる。
７　助成金交付後、助成要件を満たしていないこと又は虚偽の申請等の不正な手段により助成金の交付を受けたことが判明した場合は、交付決定を取り消し、区の指示に従い速やかに助成金を返還する。
８　暴力団関係者（世田谷区暴力団排除活動推進条例（平成24年12月世田谷区条例第55号）第２条第３号に規定する暴力団関係者をいう。）及びその者が属する世帯及び関係者ではない。
９　申請者は、管理者、管理組合等、申請の対象となる住宅に居住する者以外の者ではな
い。

				裏面あり

